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▲市内アスパラガス栽培農家の皆さんと採れたてアスパラガス 
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 今回は、和田の青木農園さんを大栗川から日野方面に向かって見た風景です。 
 写真上から、昭和30～40年代頃、昭和59年、そして現在となっており、大きな区画整
理が無く地割が残っているため、見比べてみると変化がよくわかります。 
 農地は、主体であった米作の田んぼから畑に代わり、大栗川も護岸整備で直線的になっ
て、当時の写真の位置より50ｍほど南西に変わっています。現在はマンションや住宅が多く
なっていますが、背景の裏山の形状は昔と同じです。 

 以前は、里山として木は薪に、落ち葉
は堆肥にして活用されていたためスッキリ
と見えますが、現在は、斜面部分にミカ
ンやレモンなどの柑橘類を植えており、稜
線がわかりにくくなっています。 
 写真中央部分の茅葺屋根の屋敷
は、築150年以上で、屋根部分は瓦に
変わりましたが現在も残っており、中の柱
などは当時のままに、畑で採れた野菜を
使った農家レストランやイベントスペース
として改築中です。 
 裏山からは水が湧き、奥に入れば今も
蛍がいる…そんな環境の古民家レストラ
ンの完成が楽しみです。 
 今回私がこの記事を担当した理由
は、昔の知らない多摩の姿をもっと知っ
てみたい、という思いがあったからです。 
 １枚の写真から、現状と照らし合わせ
て歴史を紐解いていく中で、時間の流れ 

に思いを馳せながら、まだまだ豊かな環境が残っている都市農地の大切さを実感しました。 
(文＝農業委員 増田実生・写真提供＝農業委員 青木幸子) 

▲練馬区の体験農園  

▲トマトの自動販売機 ▲シンポジウムのようす 

▲昼食をとりながら毛利さんのお話を聞く 
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▲ホームページ 

 
 生産緑地制度は、市街化区域内の農地の計
画的な保全を図るために設けられた制度です。 
 平成30年4月1日施行の改正生産緑地法に
より、生産緑地を保全する新たな仕組みとして、
特定生産緑地制度が創設されました。 
 生産緑地は指定してから30年が経過する日
(申出基準日)以降、市に対して買取申出ができ
ますが、申出基準日前に、特定生産緑地に指定
を受けると、買取申出ができる時期が10年延期
されます。その後は、さらに10年の延期を繰り返
すことができます。 
 市内の生産緑地は、令和4年11月以降、順
次申出基準日を迎えます。 
 市は、申出基準日前の一定期間に所有者から
の申請を受け付け、生産緑地を特定生産緑地
に指定します。 

•固定資産税および都市計画税は、引き続き農
地課税となります 

•次の相続時点で、相続税の納税猶予を受けて
営農を継続するか、買い取り申出をするかの選
択ができます 

•次世代の方が、一定のルールに基づき第三者に農地
を貸しても、相続税の納税猶予が継続します 

•10年毎の更新制のため、10年毎に継続可否
を判断できます 

•固定資産税および都市計画税が、段階的にほ
ぼ宅地並み課税まで上昇します 

•次の相続で、相続税の納税猶予を受けられません 
•生産緑地に指定されてから30年経過後は、特
定生産緑地に指定できません 

編集後記   
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 令和２年11月23日に実施した農業後継者育
成セミナー。コロナ禍にあって万全の対策を講じて開
催しました。農業後継者の重要な関心事である
「相続」にスポットを当て、講師の落語を交えなが
ら、多摩市の農業者に特化した講演内容で、来場
者の関心を集めていました。 

 令和2年11月27日、市役所で意見交換会を開
催しました。普段は落ち着いて話す機会が少ない
農業者の皆さんの忌憚(きたん)のないご意見を、委
員会として頂戴し、今後の多摩市の農業を発展さ
せていくための極めて有益で貴重な時間となりました。 


